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  「予防接種法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について（付議） 

 

 

標記について、令和８年１月 21 日付け厚生労働省発感 0121 第８号をもって

厚生労働大臣から諮問があったので、厚生科学審議会運営規程第７条第２項の

規定に基づき、貴部会において審議方願いたい。 
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